
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人丸山勇之助の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないも

のであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、原判決の是認した第一

審判決が適法に確定したところは、判示家屋北側道路の通行人にも容易に聴取れる

状況の下における判示場所で、「盗人野郎、詐欺野郎、馬鹿野郎」と連呼し、次で、

「手前の祖父は詐欺して懲役に行つたではないか」との事実を摘示して呶鳴つたと

いうのであるから、公然、すなわち、不特定、多数の者の見聞し得る状態において、

右連呼と祖父に関する事実と相俟つてＡ自身の社会的評価を受くべき具体的な事項

（すなわち性行）を摘示したものというべく、従つて、原判決には所論の法令違反

は認められない。

　よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

　　昭和二九年五月六日

　　　　　最高裁判所第一小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　斎　　　藤　　　悠　　　輔

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　真　　　野　　　　　　　毅

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　岩　　　松　　　三　　　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　入　　　江　　　俊　　　郎
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